
法人名 ワ・ル・イー・ジャパン 実績判定期間 2019年 04月 01日～2024年 03月 31日

チ ェ ッ ク 欄

′

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額iの総額が3,000円以上である寄附者の数 (※)の合計数
が年平均1∞人以上であること

【留意苺町ロ

1 寄附者の比名 (法人にあってlよ その名称)及びその住所が明らかな害附者のみを数えてくださしヽ

2 寄附者の数の算出に当たつてlム 寄附者本人と生計を―にする方を含めて一人としてくださしヽ
3 銀 の役員及びその役員と生計を一にする方が寄附者である場合、それらの方を寄附者の数に含めないでください。

① 合計⑤ ◎ ① ◎③

人 A 人人 人 人 人 人

年 3,0∞ 円以上の寄

附者の数(※ )

B 月
実績判定期間の月数

一月未満の端数がある場合は、一月に切り上げます。

A
人

B
月

◎ ①③ ⑮ ◎ ①

年 月 日
占
日 2019年 04月 01日 2020年 4月 1日 2021年 04月 01日 2022年 04月 01日 2023年 04月 01日

2024年 03月 31日 年 月 日至 2020年 03月 31日 2021年 03月 31日 2022年 3月 31日 2023年 03月 31日

/~ヽ

tLたいいえ
/~ヽ

畷Lンいいえ はい
。いいえ

⌒

QLン
いいえ /申ヽ鮭L>いいえ

ノ申ヽ

健L汁いいえ

書式第 4号・ (法第 44条・51条関係 )

認定基準等チェック表 (第 1表 絶対値基準用)

実績判定

期間内の

各事業年度

年 3,0∞ 円以上の割附者

の数(※)が 1∞ 人以上で

ある

【寄附者名簿チェック欄】

□ 寄附者の氏名 (法人にあって!よ その名称)及びその住所が明らかな寄附者のみを数えていま`す功、
口 寄附者の数の算出に当たって、寄附者本人と生計を一にする方を含めて一人としています功、
口 貴法人の役員及びその役員と生計を一にする方が寄附者の場合、それらの方を1謝附者数から除いていますれ

上記の相で『いいえ」にOがついた場合は、下記の相で判定してください。

○ 実績判定期間内において、寄附金額が年 3,000円以上の寄附者の数 (※)が年 100人未満の事業年度があ
る場合は、下欄により、年平均 100人以上かどうかを判定してくださしヽ

実績開1庭期間の年3,∞0円以上の寄附者数(※)
× 12

人

↑

小数点以下は切り捨てます。

鮭菫中0
・ 奥縦判定期間とは、申請書提出の直前に終了した事業年度の末日以前2年 (初回のみ2年、更新は5年)内に終了した各事業年度の
うち最も早い事業年度の初日から申請書提出の直前に終了した事業年度の末日までの期間です。

例え!よ 3月決算法人が令和5年 7月に申請書を提出する場合、過去2年内に事業年度の変更を行っていな:悧よ 実績判定期間は初
めて認定を受ける法人の場合は令和3年 4月 1日から令和5年 3月 31日 C更新時は5事業年度)となります。
・ チェック欄には、この表の各欄D配載を終了し、基準を満たしていることを確認したら「チェック欄」にチェックを記載してください
(第 2表以下についても同様です。)。
・ なお、認定審査の遇日こおいて、年3,000円以上の寄附者の数の算出倒四こついて確認させていただく場合がありますので、寄附
者の数の算出根拠を示す書類を法人の主たる事務所に確実に保管するよう測願いします。

※ 休眼預金等交付金関係助成金を受け取つている場合は3. 000円に当臓仲眠預金等交付金関係助威金の額を加算した金額以上の寄
附者数となります。

≧ 100人
実績判定期間の月数



 ヽ ′
｀日′

ヽノ

書式第6号の① (法第44条 051条 058条関係)

認定基準等チェック表  (第 2表 )

(注意事項)

③については、小数点以下第3位を切り捨てた数値を記載してください.

法人名 エフ,オー。イー=ジャパン チェック欄

2 実績判定期間における事業活動のうち次の活動の占める割合が50%未満であること ′

イ 会員等に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供 (以下「資産の譲渡等」という。)、 会
員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動 (資産の譲渡等のうち対価

を得ないで行われるもの等を除く。)

日 会員等、特定の団体の構成員、特定の職域に属する者、特定の地域に居住し又は事務所その他こ

れらに準ずるものを有する者その他便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動 (会員等に対する責

産の譲渡等を除く。)

(注意事項) 特定の地域とは、一の市区町村の区域の一部で地縁に基づく地域をいいます。

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
二 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動

すべての事業活動に係る金額等

実 績 判 定

期 間

①
(指標 )

396,516,792円

①のうちイ～二の活動に係る金額等 ② 142,560円

⇒②ヘ

基準となる割合 (②÷①) ③ 0.03%

イ

会員等に対する資産の譲渡等の活動 (対価を得ないで行われ

るもの等を除く。)に係る金額等
③

0円

会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会

員等である活動に係る金額等
⑮

0円

ロ 便益が及ぶ者が特定の範囲の者である活動に係る金額等 ◎ 0円

ハ 特定の著作物又は特定の者に関する活動に係る金額等 ① 142,560円

特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求

める活動に係る金額等
◎

0円

合 ・計   (◎ +⑤+◎+①+◎ ) ① 142,560円



チェック相法人名 ワ=オい=イー・ジャパン

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の 1以下であること
(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること
ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は根簿書類の備付け、取引の記
録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

/

イ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグノレープの人数

割 合

④÷③

① ② ③ ④ ⑤

③
2019年 4月 1日

～20"年 3月 31日 15人 0人 0% 2人 13.3%

⑮ ""年
4月 1日

～2021年 3月 31日 15人 0人 0% 2人 13.3%

◎
2021年 4月 1日

～2022年 3月 31日 14人 0人 0% 2人 14.2%

①
2022年 4月 1日

～
"四
年 3月 31日 13人 0人 0% 2人 15.3%

◎
208年 4月 1日

～2024年 3月 31日 13人 0人 0% 2人 15.3%

①
人 人 % 人 %

申 請 時
14人 0人 0% 2人 14.2%

(注 1)

0主 2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転記してくださしヽ

③及麒〕こついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださしヽ

各社員の表決権が平等である ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

|まい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

ヽノ

書式第 7号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初ヨD

∝菫中0
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員輛酬規程等提出書書Dの提出時においても配載及び添
付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬観程等提出書類)に記載した事項について、
添付を省略することができます。



 ヽ ′
V

第3表 (りCD

∝菫申D
認定の有効期間D更新の申請に当たつて:よ 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改
めて記載する必要はありません.

ェック (第 3

○ 二において、「費途が明らかでないもの」と:よ 法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも
のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を
明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、i認定を受けることはできませ

・ん。

項
日
【 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい

匝コ

はい

匝ヨ

はい

匝ヨ

はい

し`

はい

レ`い ,,

はい

いいえ

はい

しヽ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行っている

匝ヨ

いいえ

匡回

いいえ

匡国

いいえ

回]

いいえ

回]

いいえ

はい

いいえ

[回

いいえ

Q_塁堂墾垣EttLΩ里壺国堕L」堕璽□菫塁11墨理壁饉L2…■堕国□墜医巨L…璽Ш■こ≦二主LL_

項
口
日 ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申詣駆寺

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有・回 有・□ 有。□ 有・□ 有。□ 有。無 有。□

ハ

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「③ ①ヽ」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」及

び「④りの各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。
「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会員D第○条に『各正会員の表決権は、平
等なものとする』と規定」のように記載します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

①  「会計について公認会計士又団監査
法人の監査を受けている」の「はしⅥ

LIΩ上…1`1菫菫艶量旦」壁重三二塁□豊生添
付してくださし、_

②l「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

した場合に墜、_菫 3がぎ寸表2[壁菫望里

`壁

ヨE≧t生:星1_」』壺[量』≧Lビ]墨1」lLピ三【[≦ξ」

`菫

自[1_≧ L

じて行つている」の「はしЧ に「o」

ハθ)襴 該当する一方を「○」で囲みますじ

なお、「③」から「①」については、イに記載する各期間

(「④」から「①」)を示したものです。

二の各欄 該当する‐方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「①りについては、イに記載する各期間

(「③」から「①」)を示したものです。

記載要領の補足



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況

佐々木 勝教 理事
○ ○ ○ ○ ○ ○

第 3表付表 1

ノヽ

ノヽ

2017年 6月 9

日就任

法人名 エフ=オー=イー=ジャパン ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請 時

役  員  数 15人 15人 14人 13人 13人 人 14人

0人 0人 0人 0人 0人 人 0人

2人 2人 2人 2人 2人 人 2人

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

職名 続柄等
③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

就任・退任

年月日

氏  名 住  所

○

ヽ
ノ
′
ヽ

○

○

○

ヽ
ノ
′
ヽ

○

ヽ
ノ
′
ヽ

○

○

○

○

⌒
Ψ

○

○

○

ヽ
ノ
′
ヽ

○

○

○

○

○

○

○

○

○

2001年 11月

14日 就任

2017年 6月 9

日就任

200141F:11月

14日 就任

/2021年 6月 9

日任期満了

2015年 6月 6

日就任

2001年 11月

14日 就任

/2023年 6月 9

日任期満了

ヘルテン・ラ

ンダル・アラ

ン

明日香 壽川

石田 信男

伊藤 牧

大芝 亮

 

理事

理事

理事

理事

理事

○

2024年 6月 9

日就任

小出 愛菜 理事

鈴木 (西島 )

香織

2017年 6月 9

日就任

理事

○ ○ ○ ○ ○ ○



篠原 ゆり子 理事 2017年 61月 9

日就任
○ ○ ○ ○ ○ ○

中畝 (清水)

規子

理事 2011年 6月 12

日就任 /2019

年 6月 9日任

期満了

○

田中 正則

都筑 建

理事

理事

理事

○

2001年 11月

14日 就任

/2019年 6月 9

日任期満了

2010年 6月 12

自就任

/2022年 12月

28日辞任

/2023年 6月 9

日就任

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

⌒

福田 健治 2015年 6月 6

日就任

三柴 淳一 理事 2010年 6月 12

日就任
⌒

○ ○
⌒
Ψ ○ ○ ○

満田 夏花 理事 2010年 6月 12

日就任

○ ○ ○ ○ ○ ○

山根 正伸 理事
○ ○ ○ ○ ○ ○

2015年 6月 6

日就任

―
」



堀野 (吉田)

明子

理事 2017年 61月 9

日就任
○ ○ ○ ○ ○ ○

原田 公夫 監事 2010年 6月 12

日就任
○ ○ ○ ○ ○ ○

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。                 
｀

V

ヽノ



ヽノ

ヽノ

書式第 9号
。
(法第 44条・51条・58条関係 |)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(調餞要詢

「伝票又は帳嬉嗜」欄は、例えば「入金伝源し、「出枷 、「振替伝票」、:預金出納帽し、「総勘定元根」などのように記載します。
|「左の崚鄭等の形態」欄lよ、「単原し、町レーズリーフ」、「装T根簿」などのように配載します。
'「記帳の時期」欄は、印週時」、「毎日」、「―週間ごと」のように配載します。
1認定の有効期間の更新の申請に当たつて:よ 法第5条第1項に基づく書類 (役員喘日躙閉曇亭提出書E):=記載した内容に変更
がないときは、添付を省略することができます。

法 人 名
エフ=オい:イー=カノシ

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 詞帳の時期 保存期間

振替伝票、入・出金伝票 手書き伝票 (～202V3) 随時 10年

現金出納帳

手書きルーズリーフ

(～202V7)
随時 10年

総勘定元帳

ルーズリーフ、

会計ソフト (会計王)使用
随時 10年

仕訳日記帳

ルーズリーフ、

会計ソフト (会計王)使用
随時 10年

給与台帳 ルーズリーフ、エクセル使用 毎月 10年



 ヽ ′
ヽ ′

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初:0

帷意中Q
・ 『認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第5条第1項に基づく:□順 (役員報酬婦響割日」HDの提出時においても調載
及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬胡程等提出■菊Dに記載した事項につい
て、改めて記載する必要はありません。

チェック欄法人名 エフ・オー・イー・ジャパン

口 役員等に対し報酬又感給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と
当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であ
ること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

′
4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

◎ ① 申罰申寺④ ⑮ ◎ ①日
Ｈ項

有 ・ 無 有有・□ 有。□ 有 有有。□
宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動

有 有 □ヒヨ 有・ 無 有 □有 □ 有 有
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動

有・□ 有 ・ 無 有・□有・□ 有。□ 有・□ 有。□
特定α老Ⅶ櫛閾癸補者若しくは公職にある者又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

する活動

ロ

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申南早寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

の有無

有。国 有。国 有。国 有・□ 有。□ 有。無 有。□

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有。□ 有。□ 有。□ 有・□ 有・□ 有。無 有。□

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別σ牙1餞畠σχ黒■の有無
有。□ 有。□ 有。□ 有。□ 有。国 有。無 有。□

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有。国 有。□ 有。□ 有。□ 有。□ 有。無 有。□

□

□



4

項
口
日 実績削定期間

事 業 費 の 総 額 ① 摂n516,792円

特定非営和括動に係る事業費の額 ② 摂6,51Q792円

物彰曜神括動6暗l恰 (②÷③ ③ 1∞%

ハ

注・『ハ』について、亭棠費以外の指

標により計算を行う場合に:ム

使用した指標及碑 位を臓

してくださしヽ

使用した指標 単位

豊堕墜型墜菫壺菫菫整
浄付L二くださしヽ

項
口
日 実績判定期間

受 入 寄 附 金 総 額 ① 97,659,681円

受入寄附金総額のうち特定非営

利活動に係る事業費に充てた額
② 97,“9,田 1円

受入寄附金の充当割合 (②÷①) ③ 1∞%

※ハ、二について、実綱削定期間中に『特定資産」等の勘定科目を設定した場合、その旨を明配して下さい。

勘 定 科 目 金 額

円

ψ
∝意1申D
。「認定基準等チェック表 (第 4表 次葉)」 0ヽ吸.び二)は、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規屋割田」HDの 提出時に

は記載及び添付の必要はありません。

・「ハ及び二」のCについては、小数点以下第3位を切り捨てた数値を記載してください。
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書式第11号 (法第44条・51条・58条関係)      、

役員等に対する報酬等の状況 第4表付表 1

∝重1中0
・ 「役員等に対する資産の譲濃等の状況等 (第 4表付表 1)」 :よ 法第馬条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出響Dの
提出時には配載及び添付の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつてlよ 法第5条第1項に基づく書類 (役員■日躙閣國中提出書類)に記載した事項につい

て、改めて配載する必要はありません。

t
ロヽノ

法人名 エフ・オー・イー・ジャパン

役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特

殊の関係にある者 (注 1)(以下「役員等」という)に対する報酬又は給与の支給 (実績判定期間及び申請書の提

出日を含む事業年度開始の日から申請書の提出の日までに行った取引等)について記載してくださしヽ

(注 1)「役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊の関係にあ

る者」とは次の者が該当します。

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族
② ①の者と,幽の届出をしていないが事実上婿姻関係と同様の事情にある者
③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内
の例知 から受ける鑑 の他の財産によつて生計を維持している者

④ ②又はЭに掲げる者の配偶者若しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (口を除く。)

氏    名 職 名
法人との関係

(注 2)

報酬・給与の

区 分
支 給 期 間 等 支 給 金 額

給与 2019年 4月 1日 ～

2025年 1月 22日

24,245,714円

給与 2019年 4月 1日～

2025年 1月 22日

23,714025円

給与 2019年 4月 1日 ～

2025年 1月 22日

23,751,488円

 給与 2019年 4月 1日～

2025年 1月 22日

閣,4&撃52円

給与 2019年 4月 1日～

2025年 1月 22日

21,082,412円

給与 2021年 4月 1日～

2025年 1月 22日

給与 2022年 4月 1日～

2025年 1月 22日

給与 2023年 4月 1日 ～

2025年 1月 22日

(注 2)注 1のЭ 4ヽD内容を具体的に記述します。

口 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額

集 計 期 間 2019年 4月  1日 ～  2025年  1月  2日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

24人 137,0〔 6,シ11円
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書式第12号 (法第44条・51条・58条関係)

役員等に対する資産の譲渡等の状況等 第4表付表2(初葉)

∝重1中D
。 「役員等に対する資産の議渡等の状況等 (第 4表付表 2)」 は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬観程簿提出書類)の提出
時には配載及び添付の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、
添付を省略することができます。

法人名 エフ・オー・イー・ジャパン

1 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは:ヨ視等以内の親族又はこれらの者と

特殊の関係 0にある者 (以下「役員等」という)又は役員等が支配する法人に対する資産の譲渡等 (塞績判
定1期間及⊇1壺藍1嗜1塑1重1壁:坦|二1重1連重:螢1釦i墾1翌1塾i型|と:ョ1亘1夏1匿1議:肇1壁1型:望121主 1菫igiョ 1睡2!L里引釜)について以下

の項目を記載してくださしヽ

(湖|「特殊の関係」とは次に掲げる関係をいいます。

① 婚姻の届出をしていないが事実上婿姻関係と同様の事情にある関係

② 使用人である関係及醐 人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している関係

③ 上認Э則0に掲げる関係にある者の配偶者及び三膳 以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係

(1)資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 との

関   係
譲 渡 資 産 の 内 容

譲  渡
年 月 日

譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等

仰脚参照) 円

円

円

円

円

円

円

(2) 資産の

`苛

付け (`鐘寃義σ)峯讐付けを・(針t,。 )

取 引 先 の 氏 名 等
法 人 との

関   係
貸 付 資産 の 内容

貸  付
年 月 日

対 価 の 額 そ
‐の 他 の 取 引 条 件 等

なし 円

円

円

円

円

円

円
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第4表付表2(2欠ヨD

G意申D
。 「役員等に対する資産の議渡等の状況等 (第 4表付表 2)」 lよ 法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規届申提出書E)の提出時

には配載及び添付の必要はありません。

・ 認定の有効期間D更新の申請に当たつては、法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、
添付を省略することができます。

取引先の氏名等
法 人 との

関   係
役務の提供の内容 各胡努α凛託共年月日 対価の額 その他の取引条件等

家賃支払い 2019.04.01

2021.05.31
a640,000円

笥罫喫 約書による

月

“

Ю,000円

講 師 料 、

原稿料支払い

2)21Ю3.26

2023.02.28 81,2B円

内規による

業務量に応 じて都

度、請求書払い

アルバィト 2019。 10.09 11,137円 イベント設営勤務

調査・翻訳業務

の委託

2019.05。 14

2024.01.31
5,262913円

業務委託契約による

施融界ll用料の

受取り

2022.01.01  ～

2024.03.31 ZЮ,ⅨЮ円

内規による

1回 1,000円 ×2∞

回分

里山保全活動の

参加費

2019。 4。 1

2024.3.31
0円
参加 1回嵌Ю円を無

料 (31回分)

(3)役務の提供 (施設の禾1調等を含む|。 )

2 役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営に関する事項
骸当する事項がある場合にその内容を具体的に記載してください。)

なし

3 支出した寄附金 堡萎麹:医型歴理型墜!董藍⊇提出旦生含壼壺業生:塵:開墾:⊆!旦主:L里董畳⊆!提出2旦二K:二:墓 :

支 出 先 の 名 称 等 住 所 等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

  2023.10。31 10Q∝Ю円 FoEイ ンドヘの緊急支

 

援

 

2024.01.24 15,ⅨЮ円 パレスチナ蛾

円

円



／
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第4表付表2-1(1)資産の譲渡
取引先の氏名等 法人との関係 資産譲渡の内容 譲渡年月日 譲渡価格 u.2+B(l.fuEt*#+

DVD「終わりのない原子力災書-3.11東 日本大震災から10年」 2021/03/10～ 2023/09/20 単44.550 定価 @4950円

DVD「美ら海を未来へ」 2019/7/16 Y3,240 定価 @3240円

DVD「福島見える化プロジェク トインタピュー」 2020/03/11～ 2022/04/01 甲46,400 定価 016CЮ 円

eシフトフ・ックレットVoL5「『原発事故子ども・被災者支援法』と『選離の権利」」 2019/06/06～ 2021/03/18 V14,700 定価 0700円

eシフトフ
・
ックレ外 Vol.6「 原発の安全性を保証 しない原子力規制委員会 と新規制基準」 2020/06/05～ 2022/03/28 甲15,000 定価 0750円

FoE」apanオ リジナル手ぬぐい 2020/06/18 V880 定価 0880円

F oE )agant |', f )t, 7 r t i,t T'/,( v lPeople Power Nowl.l 2020/06/18～ 2024/04/10 Y24,000 定価 @2000円

冊子「Development Disaster開 発惨禍 一日本が支援するアジアのダムー 」 2019/7/16 ¥500 定価 @500円

冊子「講演録 &最新動向 輸送用バイオ燃料利用の持続可能性と社会的責任」 2019/7/16 Y500 定価 @500円

10 冊子「講演録・資源開発と先住民族の権利」 2019/7/16 ¥500 定価0500円

11 冊子「ダムが川と暮らしをこわす 一水支配体制が知られたくない事実― 」 2019/7/16 V300 定価 0300円

12 冊子「ベラルーシ視察報告書 みらいのかけはし」 . 2019/06/06～ 2020/11/4 V4,800 定価 @600円

13 冊子「韓国・脱原発を求める人々の力」 2019/05/21～ 2022/05/08 ¥14,000 定価 0500円

14 冊子「世界ダム委員会 (WCD)市 民ガイ ド」 2019/7/16 Y500 定価@500円

15 冊子「地球を破壊する補助金競争 海外投資と輸出信用機関 」 2019/7/16 Y500 定価 @500円

16 冊子「福島の今とエネルギーの未来2019」 2019/04/01～ 2019/06/14 ¥13,500 定価 0300円

17 冊子「福島の今 とエネルギーの未来2020」 2020ρ 3カ3～ 2020/12/16 甲46,800 定価 0300円

18 冊子「福島の今とエネルギーの未来2021」 2021わ 3/07～ 2022/05Ю 8 ¥105,500
定価0500円、20冊セット@95∞円、30冊 013560円、

40冊 016000円、 50冊017500円

19 冊子「福島の今とエネルギーの未来2022」 2022/03/25～ 2023/02/27 ¥54,000
定価05〔Ю円、20冊セット09500円 、30冊 013500円、

40冊 0160∞ 円、50冊017500円

20 冊子「福島の今とエネルギーの未来2023」 2023/05/01～ 2023/12/04 V89,700
定価 05CЮ円、20冊セット@9500円 、30冊 013500円、

40冊 016000円、50冊0175∞円、役員割引価格0300円

21 冊子「福島の今 とエネルギーの未来2024」 2024/03/06～ 2024/06/01 V88,500
定価 @500円、20冊セット@9500円 、30冊 013500円 、

40冊 016000円、50冊017500円

22 サンロケダム学習ビデオ「Dam is Death for us」 2019/7/16 Vl,000 定価 01200円、会員割引価格01000円

23 気候変動アクションマップ「SyStem Change nOt Cnmate Change‐ 気候正義のために立ち上がろう !」 2020/12/19～ 2023/07/18 Y89,700 定価 @300円

24 書籍「気候変動から世界をまもる書籍30の方法☆ わたしたちのクライメー ト・ジャステイス !」 2021ノ 02/05～ 2022/09/02 甲11,880 定価 01980円

25 書籍「生命温れる奇跡の森」 2019/7/16 V500 定価 @500円

26 世界の気候変動かるた みんなではじめる クライメー ト・ アクション ! 2022/07/25～ 2024/02/22 V43,400 定価 03740円t役員うち2冊割引価格03000円

ｒ
ヽ
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書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事項)

・認定基準等チェック表第 5表は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添
付する必要があります。

・認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

法人名 エフ・オー・イー・ジャパン チェック欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれ
をその事務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は
居所に係る記載の部分を除いたもの)

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他
一定の事項等を記載した書類

へ 助成の実績を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細則 (社内規則)等がある場合には、その細則 (社内規則)等を添付してください.

同  意

L/tv',

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人
以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿
③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)
※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者との取引
・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれら
の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法
人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況
a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)
b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項
⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

ψ

 ヽ ′
ヽ口′

法人名 エフ・オー・イー・ジャパン

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

鮭童|1中D
・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬観程等提出書類Dの提出時に当たつて:ム 認定基準等チェック表 (第 6表及び第81D

は、配載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法
第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程簿提出:日Dに記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第
29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑤ ◎ ① ◎ ①

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 征 有 ・ 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

′

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何ら力C利益を得、又|ゴ尋ようとした事実
その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)lよ 法第騒条第1項に基づく書類 (役員報酬観程等提出■奏)の提出時に配載及

び添付する必要があります。

③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有・□ 有・回 有 有 有 有 任 有 □
ヒコ

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し
ていること

チェック欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 年  月  日

囲
ヒ」

囲
ヒ」



書式第 15号 (法第 44条・51条・58条関係 )

欠格事由チェック表

法人名 エフ・オ…・イー・ジャパン チェック欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法
人は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 
′
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合
イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取
た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 2“ 条等い )若
しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、
罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等鐘2)
2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (屋

「 ,

5国 税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力ヽこ該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特

"j認

定特定非管

":活

動法人が特顔晰認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特

定非営オ1括動法人又は当該特

"j認

定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその

取消しの日から5年を経過しない者の有無

有

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5

年を経過しない者の有無
有

特定井者和」活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第
"4条
等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税,に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から5年を経過しない者の有無

有

暴力団の構成員等の有無 有・国

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 tf1,r.[r1,1i

Ｒ

） 定款又は事業計画1書の内容が法令等に違反している法人 は い ・

4 国税又は地方税の滞納処分の開行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
は い

。 いいえ

耐
議

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上塾」日塵壼壼壼塑璽壺豊墜塾生量:≧塾L左」量堕g堕正□旦書
「その4L並奎:こ国螢亜塑製監理堅聾壁璽Ш型量墾ら交付を受けた滞納処分に係る納税証明書を添付すること
※その他の事破ワいヽある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

※役員報酬規響判劉当書には添f寸不要

″０ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重力噸 :金を課された日から3年を経過しない法人 は い ・

次のいずれ力ヽ こ該当する法人

暴力団 61,,.[',1,,2
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 61r. . [',1,l;

つ

 ヽ ′
ヽ口′

′

イ

ロ

ハ

□
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書式第16号 (法第44条・ 51条 058条撰蓄系)

寄附金を充当する予定の事業内容等

法人名 エフ・オー 0イー・ジャパン

W

゛

事   業   名 具 体 的 な 事 業 内 容
実施予定

年  月

実施予定

場所

従事者の

予定人数

受益対象者の

範囲及び予定

人   数

寄附金充当

予 定 額

持饉可能で調和の
とれた社会を実現
するための実践お
よび援助事業

福島ばかばかプロジェク

ト:福島の親子のための

保養プログラムの実施事

業

通年 福島県

郡山市

1人 福島県郡山

市・福島市

等の住民、

約3Ю 人

3,IЮ,000

円

続持続可能で調和

のとれた社会を実

現するための政策

提言事業

脱原発を目指す政策提言

活動

通年 国内 5人 日本および

影響を受け

る地域に住

む住民

4,IЮ,000

円

脱石炭、自然エネルギー

利用促進、違法伐採材の

排除に向けた政策提言活

動

通年 国内 12人 日本および

影響を受け

る地域に住

む住民

5,000,000

円




